
鳥取県教育委員会指定管理候補者審査・指定管理施設運営評価委員会報告書 

（鳥取県立船上山少年自然の家） 

 
鳥取県教育委員会指定管理候補者審査・指定管理施設運営評価委員会（以下「審査委員会」という。）

において、次のとおり鳥取県立船上山少年自然の家の指定管理候補者を鳥取県立青少年社会教育施設

の設置及び管理に関する条例（以下「青少年社会教育施設設置管理条例」という。）第７条の規定に基

づいて審査した。 
 
１ 指定管理候補者 

ＴＫＳＳ・富士綜合警備保障共同企業体 
（代表）株式会社ＴＫＳＳ 代表取締役 田中 富士夫（米子市米原八丁目１１番４９号） 

富士綜合警備保障株式会社 代表取締役 谷口 道明（鳥取市商栄町４０５番地１） 
 
２ 指定期間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで（５年間） 
 
３ 指定管理料の額 

２００，６０５，０００円・・・（１）（債務負担行為額２００，６０５，０００円） 
［参考］単年度委託料の額（（１）÷５年）    ４０，１２１，０００円 

 
４ 選定理由 

鳥取県立船上山少年自然の家の指定管理者の指定に当たって応募があったのは上記１団体であ

った。審査委員会において青少年社会教育施設設置管理条例第７条の基準に基づき総合的に審査し

た結果、上記１の候補者が指定管理候補者として適当であると認める。 
［選定理由］ 
財政基盤も安定しており、これまでの指定管理施設の管理運営の経験からしっかりとしたコ

スト意識に基づく経営や業務に関するノウハウを有している。また、指定管理施設に配置する

職員には接遇や、危機管理等様々な研修による人材育成の方針を明確に打ち出している。 
さらに、普段の業務の中での県職員との円滑な意思疎通、緊密な連携だけでなく周辺地域、

関係団体とも連携を進めるなどしながら、施設の利用促進やサービス向上の方策が提案されて

いる。 
 

５ 公募の経緯 

（１）募集期間（募集要項配布から募集締め切りの日まで） 
令和５年６月１９日（月）から同年８月３日（木）まで（現地説明会の希望なし） 

（２）応募者 
応募者 所在地 代表者名 

ＴＫＳＳ・富士綜合警備保障

共同企業体 
米子市米原八丁目１１番４９号 代表取締役 田中 富士夫 

 
６ 審査の経緯 

（１）審査委員 
氏名 所属等 

岩田 直樹（委員長） 公立大学法人公立鳥取環境大学 特任教授 
高田 充征（副委員長） 高田税理士事務所 税理士 
中江 人美 北栄人権文化センター 館長 
松浦 靖明 みささこども園 コーディネーター 
林 憲彰 鳥取県教育委員会事務局 次長 

別紙２ 



（２）開催経緯 
ア 第１回審査委員会 令和５年６月１２日（月） 
・県立船上山少年自然の家の概要説明、募集要項等の審議 

イ 第２回審査委員会  令和５年８月８日（火） 
・指定管理候補者の面接審査の実施、採点及び採点結果の審議、指定管理候補者の審査 

（３）選定基準 
 選定基準 審査項目 配点 
１ 施設の平等な利用を確保するのに

十分なものであること。 
（青少年社会教育施設設置管理条

例第７条第４号） 

・管理の基本的な考え方の適合性 
施設設置目的の理解 
指定管理者を希望する理由 
管理運営の方針 

必須 
※平等な利

用が確保で

きないと判

断される場

合は失格 
２ 施設の効用を最大限に発揮させる

ものであること。 
（青少年社会教育施設設置管理条

例第７条第１号） 

・施設の設置目的に沿ったサービス・事業の

内容（サービス向上策、利用促進策等） 
・管理の基準 

開館時間、休館日、利用料金等の設定 
個人情報保護、情報の公開 

・施設設備の維持及び衛生管理の水準 
・利用者の安全確保（事故・事件の防止措置） 
・利用者等の要望の把握 

２５ 

３ 管理に係る経費の縮減が図られる

ものであること。 
（青少年社会教育施設設置管理条

例第７条第１号） 

・収支計画及び見積内容 
・支出計画の見通し 
・県の指定管理料額 

２０ 

４ 管理業務を安定して行うために必

要な人員及び財政的基礎を有して

おり、又は確保できる見込みがあ

ること。 
（青少年社会教育施設設置管理条

例第７条第２号） 

・法人の財政基盤、経営基盤 
・組織及び職員の配置等 
・現在の施設職員の継続雇用に関する方針 
・関係法令に係る監督行政機関からの指導

等の状況 
・法人等の社会的責任の遂行状況 

障がい者雇用 
男女共同参画推進企業等の認定等 
ISO14001・TEASⅠ種規格等の認証等 
あいサポート企業等の認定等 
家庭教育推進協力企業の協定 

・当該施設の管理運営実績評価 

３０ 

５ 教育委員会の行う事業等に積極的

に協力するものであること。 
（青少年社会教育施設設置管理条

例第７条第２号） 

・所内での連携についての方針 
・受入事業等の実施の際の協力・方法 

２５ 

 

  



（４）審査結果（面接及び書類審査） 
選定基準 
（配点） 

審査結果 
（平均点） 評 価 

１ 

（合／否） 
合 

・これまでの運営実績を踏まえ、魅力ある船上山少年自然の家となる

ようこれまで以上の管理運営に努めていただきたい。 
・今後、ＳＤＧｓについて意識した運営を行う必要が出てくるかもし

れない。 
２ 

（２５点） 

１７．２ 

・利用者等の要望の把握、利用促進等のためのＳＮＳのさらなる活用

を望む。 
・地産地消へ向けた取組みがされており期待できる。 
・事故防止及び対応については、ノウハウの多い会社が参画している

ので、そのノウハウを活用いただければ、さらに安全性が高まる。 
３ 

（２０点） 
９．６ ・過去の実績を踏まえた計画となっており適切である。 

・今後の収支計画は重要なため積算をより明確にされたい。 
４ 

（３０点） 

２０．６ 

・財務状況、経営状況とも非常に安定している。 
・利用者が減少傾向であり、今以上の利用者確保の取組を期待した

い。 
・引き続き、許可等の文書発送時、複数人の目を通るような体制の中

で誤発送がないよう配慮されたい。 
５ 

（２５点） 

１８ 

・定期的運営会議等の開催で、県職員との意見交換を充実し、魅力あ

るプログラムの開発実施を行ってほしい。 
・日本海駅伝競走大会や南部忠平杯くらよし女子駅伝競走大会の出

場校への宿泊誘致のように、今後も、各種大会参加者（参加校）へ

の勧誘を行ってほしい。 
総合評価 

（100点） 
６５．４ ※点数は委員５名の平均 

 
７ 指定管理候補者の事業計画の概要 

（１）管理運営の基本的な考え方 
・社会教育施設としての役割を認識し、幼児から一般までの方、また高齢者や障がい者の方々
全てが自然と触れ合い、教育文化活動、スポーツ活動などに取り組み、笑顔で活力ある体験
活動を送ることができるよう様々な支援を行う。 

・目まぐるしく変化する現在、青少年が抱える様々な課題に対して、体験活動の重要性を高め
青少年の健全育成に努め、船上山少年自然の家に何が求められているかを職員一人ひとりが
常に考えながら行動する。 

・学校等の利用団体の体験活動への積極的な支援を行うほか、利用者の目的が達成できるよう、
柔軟に利用者の立場に立った対応を行う。 

・山間僻地という立地の中で、事件、事故に迅速に対応できるよう地域の関係各機関とのネッ
トワーク構築を図るとともに、平時から地域住民と連携しながら、より多くの目で利用者の
活動の安全を見守る。 

 
（２）管理の基準・サービスの提供内容 

・短期～中長期的観点から維持管理コストを最適化する。 
・建築物保守及び警備・防災に関する講習を通年開催するほか、機器・設備の取扱い教育、緊
急時の対応教育を年１回実施。 

・苦情対応教育のため年１回のマナー教室を実施。 
・年２回常勤社員による前期の振り返りを行い、業務の見直しを行うとともに来期の目標を定
める。 

・利用者アンケートにより利用者の意向を把握するとともに必要な対応を行う。 



・利用者受傷時の氷の提供、救急用品の配置、膝掛け用毛布・車椅子の貸し出しを実施。 
・スマートフォン・携帯電話充電器の貸し出しを実施。 
 

（３）県事業との連携・協力 
・県の指導部門との連携を深めるため、指導研修内容、災害・事故時の救護方法を熟知する。 
・県の主催事業をさらに魅力的なものにできるよう協力を行う。 
・事業が集中し、県職員が事務室に不在の時にも電話や受付に支障がないよう指定管理者が対
応できる体制をとる。 


